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年 月 日 火曜日

地
長
か

旨
の岩

二
六

地
点

山 口 県

県開
山

（定期）報

○
告新解

○
公平 毎

第 号

＋
三
・
八
九
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け

立
地
一
〇
二
、
〇
四
二
・
九
七
平

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

ら
岩
国
市
の
区
域
内
に
新
た
に
次

届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

国
市
三
角
町
一
丁
目
二
六
九
六
に

五
六
の
一
に
沿
接
す
る
水
路
ま
で

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
１

営
日
積
地
区
ほ
場
整
備
事
業
（
第
三

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

告

口
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

目

次

示た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
の
届
出
（

除
予
定
保
安
林
（
萩
市
）
（
森
林
整

告成
十
七
年
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の

週
火
・
金
曜
日
発
行

る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界

方
メ
ー
ト
ル

第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第

の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
平
成

山
口
県
知

沿
接
す
る
水
路
に
沿
接
す
る
道

に
沿
接
す
る
堤
地
先
公
有
水
面

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
平
成

換
地
区
）
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換
地
処
分
（
農
村
整
備
課

築
指
導
課
）
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…
…
…
…
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示
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）
（
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課
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備
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実
施
（
生
活
衛
生
課
）
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…線

に
囲
ま
れ
た
区
域
の
公
有
水

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岩
国
市

十
七
年
五
月
二
十
日
確
認
し
た

事

二

井

関

成

路
に
沿
接
す
る
水
路
か
ら
同
町

で
、
次
の
１
の
地
点
か
ら

の

六
年
秋
分
の
満
潮
位
（

・

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
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…
…
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…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

の
地
点

の
地
点
か
ら

の
地
点

の
地
点
か
ら

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら

９
の
地
点

８
の
地
点
か
ら

の
地
点

９
の
地
点
か
ら

の
地
点

の
地
点
か
ら

に
沿
接
す
る
水
路
に
沿
接
す
る

１
の
地
点
か
ら

の
地
点
ま
で

の
満
潮
位
（

・

・

＋
三
・

た
区
域
の
公
有
水
面
埋
立
地
二

１
の
地
点

岩
国
市
大
字
柱

経
一
三
二
度
一
〇

九
一
メ
ー
ト
ル
の

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら

９
の
地
点

８
の
地
点
か
ら

の
地
点

９
の
地
点
か
ら

岩
国
市
三
角
町
一
丁
目
二
八

１
の
地
点

岩
国
市
大
字
柱

経
一
三
二
度
一
〇

二
五
メ
ー
ト
ル
の

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら

八
度
五
九
分
四
一
秒
二
〇
・
一
七

九
八
度
五
九
分
二
九
秒
三
五
・
八

九
九
度
〇
五
分
五
八
秒
三
〇
〇
・

九
度
〇
八
分
〇
六
秒
三
〇
五
・
〇

九
九
度
〇
五
分
二
四
秒
一
二
〇
・

九
度
〇
六
分
五
三
秒
三
二
五
・
〇

九
九
度
二
五
分
〇
六
秒
五
〇
・
〇

九
八
度
四
一
分
四
八
秒
九
・
九
九

一
八
九
度
〇
六
分
四
五
秒
三
〇
九

九
九
度
〇
八
分
一
八
秒
二
三
三
・

道
路
ま
で
に
沿
接
す
る
水
路
に
沿

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
１
の
地
点

八
九
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有

八
六
、
九
六
〇
・
五
一
平
方
メ
ー

野
の
海
土
路
三
等
三
角
点
（
北
緯

分
一
一
・
八
六
三
秒
）
か
ら
八
三

地
点

一
〇
一
度
二
六
分
二
八
秒
四
九
八

一
八
九
度
〇
六
分
五
三
秒
三
三
五

一
八
九
度
一
四
分
一
一
秒
三
二
五

二
七
九
度
一
六
分
〇
三
秒
三
〇
〇

九
度
〇
六
分
五
三
秒
二
四
四
・
九

二
八
三
度
〇
一
分
一
一
秒
七
・
九

二
八
七
度
四
三
分
四
四
秒
四
三
八

六
九
の
一
に
沿
接
す
る
水
路
に
沿

野
の
海
土
路
三
等
三
角
点
（
北
緯

分
一
一
・
八
六
三
秒
）
か
ら
八
〇

地
点

一
〇
七
度
四
三
分
四
四
秒
四
三
八

一
〇
三
度
〇
一
分
一
五
秒
九
・
一

九
三
度
三
五
分
四
九
秒
九
・
一
九

八
八
度
五
三
分
一
一
秒
二
九
〇
・

一

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
七
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

接
す
る
堤
地
先
公
有
水
面
で
、
次

と

の
地
点
を
結
ぶ
平
成
六
年
秋

水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
囲
ま

ト
ル

三
四
度
〇
七
分
四
五
・
四
〇
一
秒

度
五
八
分
四
四
秒
六
、
二
三
八
・

・
八
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
六
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
八
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
六
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

接
す
る
堤
か
ら
同
町
二
六
五
七
の

三
四
度
〇
七
分
四
五
・
四
〇
一
秒

度
四
一
分
一
三
秒
六
、
四
一
一
・

・
六
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の分れ東三 二 東七

告

示



平

に
備

成 年 月 日 火曜日

一
図

二三

山 口

山
森

安
林

（定期）県 報 第 号

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
椿
東
字
奈
古
屋
一
一
八

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

解
除
の
理
由

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
用
地
と

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
七
度

口
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
七
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
七
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
七
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
七
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
七
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
七
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
七
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
七
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
七
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
七
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
九
九
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
七
九

九
の
三
一
・
一
一
八
九
の
一
一

す
る
た
め

図
面
を
山
口
県
農
林
部
森
林
整

五
八
分
〇
二
秒
六
七
・
二
九
八

百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の

予
定
で
あ
る
。

山
口
県
知

度
一
六
分
三
三
秒
五
〇
・
〇
三

度
〇
八
分
一
五
秒
一
〇
・
一
二

度
〇
四
分
一
七
秒
一
九
・
九
四

度
〇
六
分
四
八
秒
五
一
五
・
六

二
七
分
五
一
秒
一
一
一
・
七
五

〇
八
分
一
六
秒
六
四
・
二
〇
三

五
五
分
〇
二
秒
五
九
・
四
四
六

五
一
分
三
五
秒
七
〇
・
九
六
四

度
〇
三
分
五
一
秒
六
・
〇
一
二

度
〇
〇
分
四
四
秒
三
一
・
八
一

度
一
一
分
二
三
秒
二
二
・
一
八

度
〇
八
分
〇
二
秒
二
七
二
・
〇

度
〇
八
分
〇
三
秒
三
一
二
・
一

〇
八
分
〇
二
秒
三
〇
三
・
九
五

度
〇
二
分
二
一
秒
三
〇
・
〇
八

度
〇
六
分
五
五
秒
七
〇
九
・
六

七
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の

備
課
及
び
萩
市
農
林
部
林
政
課

メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

事

二

井

関

成

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

絵
表
示
の
判
別

２

洗

物
の
処
理
に
関

白
無
地
カ
ッ
タ
ー
シ

三

受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十

グ
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る

り
同
条
に
規
定
す
る
者
と
み

四

受
験
願
書
の
受
付
期
間

学
科
試
験

１

衛
生
法
規
に
関
す
る

２

公
衆
衛
生
に
関
す
る

３

洗

物
の
処
理
に
関

技
能
試
験

１

洗

物
の
処
理
に
関

薬
品
の
鑑
別

繊
維
の
識
別

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
十
七
年
九
月
十
一

場
所

山
口
市
大
字
吉
敷
三
三

山
口
県
総
合
保
健
会
館

二

試
験
の
内
容

公

（
三
五
二
）
平
成
十
七
年
ク
リ

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和

十
七
年
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一

（
火
曜
日
）
か
ら
八
月
五
日
（
金

す
る
技
能

ャ
ツ
（
木
綿
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト

二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十

法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
五

な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）

知
識

知
識

す
る
知
識

す
る
知
識

山
口

日
（
日
曜
日
）
午
前
十
一
時
か
ら

二
五
番
地
の
一

告

ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施

二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第

を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

日

曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、

の
も
の
）
の
ア
イ
ロ
ン
仕
上
げ

七
条
に
規
定
す
る
者
（
ク
リ
ー
ニ

十
四
号
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に

県
知
事

二

井

関

成

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

二

八 ンよ 成

公

告



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県

に
八九

（定期）報

六七

第 号

月
五

受
験
案
内
、
受
験
願
書
等
の
請

県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課
に
す

ニ
ン
グ
師
試
験
」
と
朱
書
し
、
百

三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
横

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

二
九

は
が
き
を
使
用
す
る
か
、
又
は
八

の
上
す
る
こ
と
。

は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

合
格
者
の
発
表

合
格
者
の
発
表
は
、
平
成
十
七

山
口
県
庁
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

そ
の
他

提
出
書
類

受
験
願
書

履
歴
書

受
験
資
格
が
あ
る
こ
と
を
証
明

写
真
（
手
札
型
と
し
、
出
願
前

の
と
す
る
。
）

受
験
手
数
料

七
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入

五
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は

受
験
願
書
等
の
提
出
先

県
内
に
居
住
す
る
者

住
所
地
を
所
管
す
る
保
健
所

県
外
に
居
住
す
る
者

山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便

山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生

求
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は

る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場

二
十
円
分
の
切
手
を
は
っ
た
あ

二
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山

七
〇
）
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で

十
円
分
の
切
手
を
は
っ
た
あ
て

年
九
月
二
十
六
日
（
月
曜
日
）

プ
ラ
ザ
内
の
掲
示
板
に
掲
示
す

県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課
に

験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以

す
る
書
類

六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、

証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄

、
有
効
と
す
る
。
）

番
号
七
五
三

八
五
〇
一
）

課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口

合
は
、
封
筒
の
表
に
「
ク
リ
ー

て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦

の
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課

問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、
往
復

先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封

と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を

る
。

お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得

後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の

正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も

に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三

株
式
会
社
丸
久

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

山
陽
小
野
田
市
大
字
東
高

橋

圀
保

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

下
松
市
大
字
西
豊
井
字
高

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

一

換
地
処
分
の
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
三
日

二

換
地
処
分
の
内
容

県
営
日
積
地
区
ほ
場
整
備

り
（
三
五
四
）
開
発
行
為
に
関
す

（
三
五
三
）
県
営
日
積
地
区
ほ

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
日
積
地
区
ほ
場
整
備
事
業

た
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一

域
の
名
称

六
番
地

域
の
名
称

泊
字
ワ
カ
リ

住
所
及
び
氏
名

泊
一
三
六
九
番
地

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

お
り
公
告
し
ま
す
。

日

山
口

域
の
名
称

な
へ
、
字
薬
及
び
字
吉
敷

住
所
及
び
氏
名

事
業
（
第
三
換
地
区
）
換
地
計
画

る
工
事
の
完
了

場
整
備
事
業
（
第
三
換
地
区
）
の

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

の
施
行
に
係
る
第
三
換
地
区
の
換

日

山
口

三

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

県
知
事

二

井

関

成

書
に
記
載
さ
れ
た
換
地
計
画
の
と

換
地
処
分

九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

県
知
事

二

井

関

成

に お 、し



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報 第 号

二
七
年
六
月
二
十
一
日
印
刷

七
年
六
月
二
十
一
日
発
行

吉
敷
郡
小
郡
町
大
字
上
郷
字
丸
山

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

岡
山
市
内
山
下
一
丁
目
一
番
一
三

株
式
会
社
大
本
組

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

（
第
一
工
区
）

び
氏
名

号

庁

定
価
一
箇
月

金
二

事

千
七
百
円
（
送
料
共
）

四


